
令和7 年(1月1日～12月31日）分医療費控除の明細書

氏名

(1)医療費通知に記載さ
れた医療費の額

(2)(1)のうちその年
中に実際に支払った
医療費の額

(3)(2)のうち生命保
険や社会保険などで
補てんされる金額

123,400 123,400 23,400
(ア) (イ)

(1)医療を受けた方
の氏名

(2)病院・薬局などの支払先の
名称

(3)医療費の区分(選択)
(4)支払った医療費
の額

(5)(4)のうち生命保
険や社会保険などで
補てんされる金額

一宮　太郎 一宮市立市民病院 120,000 120,000

〃 ××調剤薬局 25,252

一宮　花子 一宮市立市民病院 12,345

〃 ××調剤薬局 2,525

一宮　未来 △△矯正歯科 2,525

一宮　弥生 ■■介護サービス 222,000 100,000

〃 ◎◎ドラッグ一宮店 12,960

11月診療分 12,500

397,607 232,500
(ウ) (ｴ)

521,007 255,900

(ア)+(ウ)=(A) (イ)+(エ)=(B)

支払った医療費 521,007 （A）→申告書に転記します。

保険金などで
補てんされる金額 243,400 （B）→申告書に転記します。

差引金額 277,607 （C）

所得金額の合計額 1,515,000 （D）←申告書の「所得金額」の合計欄の金額を転記します。

(D)×0.05 75,750 （E）

(E)と10万円のいずれか
少ないほうの金額 75,750 （F）

医療費控除額 201,857 （G）→申告書に転記します。

２　医療費（上記1以外）の明細 「医療を受けた方の氏名」、「病院薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入
することができます。上記１に記入したものについては、記入しないでください。

２　の　合　計

医　療　費　の　合　計

３　控除額の計算

太枠内に記入してください。

※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

一宮　太郎

１　医療費通知に関する事項

医療費通知を添付する場合、右記の(1)～(3)を記入します。

医療費通知は、この明細書の裏面に貼付してください。

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

診療・治療 介護保険サービス

医薬品購入 その他の医療費 高額療養費支給額

記入例

例：健康保険組合が発行する『医療費のお知らせ』

同じ人が同じところに支払った金額は、
一年分まとめてかまいません。

同じ医療機関等でも、かかった方が
違う時は、分けてください。

消費税込


